
奈
良
県
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
元
年
十
二
月
十
三
日

奈
良
県
知
事

荒

井

正

吾

奈
良
県
条
例
第
二
十
号

奈
良
県
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

（
奈
良
県
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
）

第
一
条

奈
良
県
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
二
年
三
月
奈
良
県
条
例
第
三
十
四
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
の
十
四
の
項
事
務
の
欄
６
中
「
第
八
条
第
三
項
」
を
「
第
八
条
第
二
項
」
に
改
め
る
。

（
奈
良
県
手
数
料
条
例
及
び
奈
良
県
税
条
例
の
一
部
改
正
）

第
二
条

次
に
掲
げ
る
条
例
の
規
定
中
「
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る

法
律
」
を
「
情
報
通
信
技
術
を
活
用
し
た
行
政
の
推
進
等
に
関
す
る
法
律
」
に
、
「
第
三
条
第
一
項

」
を
「
第
六
条
第
一
項
」
に
改
め
る
。

一

奈
良
県
手
数
料
条
例
（
平
成
十
二
年
三
月
奈
良
県
条
例
第
三
十
三
号
）
別
表
第
二
の
五
の
項

二

奈
良
県
税
条
例
（
昭
和
二
十
五
年
九
月
奈
良
県
条
例
第
三
十
四
号
）
第
五
十
六
条
の
九
第
二
項

第
二
号
及
び
第
五
十
八
条
の
四

附

則

こ
の
条
例
は
、
令
和
元
年
十
二
月
十
六
日
か
ら
施
行
す
る
。
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